
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
案
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登

録
等
に
関
す
る
法
律
案
及
び
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等

に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
五
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
運
用
等
に
つ
い
て
も
次
の
諸
点
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
助
言

を
行
う
こ
と
。 

 一 

デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
法
案
の
要
綱
等
に
多
数
の
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
事
実
が
判
明
し
た
後
、
直
ち
に
国
会
に
報

告
し
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
再
び
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
再
発
防
止
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

二 

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
の
施
行
に
関
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

１ 

本
法
は
国
民
に
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
事
業
者
に
課
さ
れ
る
努
力
義
務

は
、
事
業
者
に
過
度
な
負
担
を
課
す
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
こ
と
。 

 

２ 

本
法
第
十
条
の
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
の
形
成
に
当
た
っ
て
は
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
及
び
情
報
通
信

技
術
を
用
い
た
情
報
の
活
用
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
。 

 

令
和
三
年
五
月
十
一
日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



３ 

本
法
第
二
十
九
条
は
地
方
公
共
団
体
に
「
共
同
化
及
び
集
約
」
の
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る

こ
と
。 

 
４ 
地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
施
策
に
つ
い
て
重
点
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
地
方
六
団
体
の

み
な
ら
ず
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
幅
広
く
聴
取
す
る
こ
と
。 

 

５ 

本
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
が
国
民
を
監
視
す
る
た
め
の
思
想
信
条
、
表
現
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

等
に
係
る
情
報
を
収
集
し
一
元
的
に
管
理
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

６ 

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
や
障
が
い
、
経
済
的
状
況
、
地
理
的
条
件
等
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
不
自

由
な
く
行
政
と
の
や
り
取
り
を
行
え
る
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
等
の

窓
口
に
お
け
る
対
面
業
務
、
電
話
対
応
等
、
従
来
の
機
能
を
求
め
る
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
不
自
由
な
く
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
事
業
者
の
責

務
と
し
て
自
ら
必
要
な
取
組
を
行
う
よ
う
促
す
こ
と
。 

 

７ 

地
方
公
共
団
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
独
自
の
自
治
事
務
の
遂
行
を

妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化
又
は
集
約
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
適
切
な
財
源
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
国
が
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
及
び
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
の
改
修
作

業
が
短
期
間
に
集
中
し
、
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
う
事
業
者
及
び
Ｉ
Ｔ
技
術
者
へ
の
過
度
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
計
画
的

に
作
業
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

８ 

国
の
行
政
機
関
、
独
立
行
政
法
人
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
行
政
機
関
等
（
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
定
め
る
行
政
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
有
す
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
つ
い

て
は
、
デ
ー
タ
の
性
質
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
管
理
を
外
部
に
委
託
し
た
場
合
を
含
め
、
デ
ー
タ
を
国
内
に
置
く
な
ど
個



人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 

９ 

行
政
機
関
等
が
保
有
す
る
情
報
の
う
ち
国
民
生
活
に
有
用
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表

す
る
な
ど
国
民
が
容
易
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三 

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
の
施
行
に
関
し
、
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
民
間
か
ら
の
人
材
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
企
業
と
の
癒
着

を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
今
後
継
続
的
に
民
間
か
ら
Ｉ
Ｔ
技
術
者
を
含
む
有
能
な
人
材
が
確
保

で
き
る
よ
う
人
事
及
び
給
与
の
面
で
適
切
な
処
遇
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
政

府
全
体
と
し
て
行
政
の
肥
大
化
に
つ
な
が
り
行
政
改
革
に
逆
行
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。 

 

四 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮

す
る
こ
と
。 

 

１ 

個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
、
自
己
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
自
ら
決
定
で
き
る
こ
と
、
本
人
の

意
思
に
基
づ
い
て
自
己
の
個
人
デ
ー
タ
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
、
個
人
デ
ー
タ
が
個
人
の
意
図
し
な
い
目
的
で
利
用

さ
れ
る
場
合
等
に
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
削
除
を
求
め
る
こ
と
及
び
本
人
の
同
意
な
し
に
個
人
デ
ー
タ
を
自
動
的
に
分
析
又

は
予
測
さ
れ
な
い
こ
と
の
確
保
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

２ 

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
照
ら
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
機
関
又
は
そ
の
設
立
に
係
る
地
方
独

立
行
政
法
人
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
て
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
地
方
公
共
団

体
に
確
実
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
を
制
定
す
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
、
最

大
限
尊
重
す
る
こ
と
。
ま
た
、
全
国
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
令
の
見
直
し
を
検
討
す

る
こ
と
。 

 



３ 

行
政
機
関
等
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
目
的
外
で
の
利
用
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
件
で
あ
る

「
相
当
の
理
由
」
及
び
「
特
別
の
理
由
」
の
認
定
を
、
厳
格
に
行
う
こ
と
と
し
、
行
政
機
関
等
が
行
っ
た
判
断
の
適
否

を
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
監
視
す
る
こ
と
。 

 

４ 
行
政
機
関
等
が
個
人
情
報
を
利
用
す
る
際
、
個
人
が
自
己
の
情
報
の
利
用
状
況
を
把
握
で
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
情

報
通
信
技
術
の
進
展
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

５ 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
行
政
機
関
等
の
監
視
に
当
た
っ
て
は
、
資
料
の
提
出
及
び
実
地
調
査
を
躊
躇
な
く
行
う

と
と
も
に
、
必
要
が
あ
れ
ば
勧
告
や
報
告
の
要
求
を
遅
滞
な
く
行
う
こ
と
に
よ
り
、
監
視
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

６ 

大
量
に
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
る
事
業
者
が
我
が
国
の
個
人
情
報
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
よ
う
徹
底
す
る
と
と

も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
立
入
検
査
、
報
告
徴
収
等
の
権
限
を
躊
躇
な
く
行
使
し
、
遵
守
状
況
に
つ
い
て
監
視
す
る
こ

と
。 

 

７ 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
民
間
部
門
と
公
的
部
門
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
業
務
を
所
掌
す
る
こ
と
に
よ
り

業
務
量
が
増
大
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
人
材
の
確
保
を

含
め
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
技
術

的
な
助
言
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。 

 

８ 

学
術
研
究
目
的
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
場
合
は
個
人
情

報
の
取
扱
い
に
係
る
制
限
の
適
用
除
外
と
な
ら
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
個
人
情
報
の
適
正
な
取
得

や
提
供
等
の
保
護
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

９ 

転
職
者
等
に
つ
い
て
事
業
者
間
で
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
を
事
実
上
強
制
す
る
こ
と



に
な
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
転
職
者
等
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

10 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
署
名
利
用
者
の
性
別
、
最
新
の
住
所
情
報
等
を
署
名
検
証
者
に
提
供
す
る
た
め

の
本
人
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
意
後
に
事
情
変
更
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
同
意
の
取
消
し
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に

同
意
の
有
効
期
限
を
設
け
る
な
ど
、
慎
重
な
運
用
を
行
う
こ
と
。 

 

11 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
お
い
て
生
成
し
た
署
名
利
用
者
符
号
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ

の
記
録
後
に
復
元
不
可
能
な
形
で
確
実
に
廃
棄
さ
れ
る
よ
う
、
省
令
等
に
お
い
て
明
記
す
る
こ
と
。 

 

12 

移
動
端
末
設
備
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
移
動
端
末
設
備
の
譲
渡
又
は
紛
失
等
に
よ
っ
て
、
電
子
証
明
書
及

び
署
名
利
用
者
符
号
等
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
は
、
こ
れ
ら
を
迅
速
か
つ
確
実
に
失
効
・
削
除
す
る
仕
組

み
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
移
動
端
末
設
備
の
買
取
り
等
を
行
う
関
係
事
業
者
に
対
し
て
電
子
証
明
書
が
失
効
済
で
あ
る

こ
と
並
び
に
電
子
証
明
書
及
び
署
名
利
用
者
符
号
等
が
復
元
不
可
能
な
形
で
削
除
済
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
要
請

す
る
な
ど
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

13 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
お
い
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確

保
及
び
育
成
が
円
滑
に
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
機
構
に
つ
い
て
は
、
一
層
の
情
報
公
開
を

推
進
す
る
な
ど
、
透
明
性
の
高
い
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

14 

契
約
に
お
い
て
書
面
の
交
付
に
代
わ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
内
容
に
係
る
電
磁
的
記
録

を
消
費
者
が
容
易
に
保
存
で
き
る
手
段
を
確
保
す
る
等
、
適
切
な
取
組
を
事
業
者
に
促
す
こ
と
。 

 

15 

押
印
手
続
の
見
直
し
等
に
伴
い
普
及
し
つ
つ
あ
る
電
子
署
名
等
の
ト
ラ
ス
ト
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
信
頼
性
の
確

保
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
デ
ジ
タ
ル
庁
を
司
令
塔
と
し
て
、
国
際
的
な
相
互
運
用
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
信
頼
性
を



評
価
す
る
た
め
の
基
準
の
策
定
及
び
評
価
に
関
す
る
包
括
的
な
仕
組
み
の
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 五 
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
し
、
本
法

に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
登
録
が
、
国
民
の
資
産
把
握
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

六 

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
し
、
以
下
の

事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

１ 

預
貯
金
口
座
へ
の
個
人
番
号
の
付
番
に
よ
り
個
人
資
産
が
国
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
国
民
の
懸
念
が
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
税
務
調
査
等
の
法
令
に
基
づ
く
調
査
以
外
で
国
が
預
貯
金
口
座
の
利
用
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

 

２ 

預
金
保
険
機
構
が
本
法
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
本
人
特
定
事
項
、
個
人
番
号
、
口
座
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
そ

の
目
的
の
た
め
の
使
用
を
終
了
し
た
後
は
、
直
ち
に
復
元
不
可
能
な
形
で
削
除
す
る
こ
と
を
預
金
保
険
機
構
に
徹
底
す
る

こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


